
障害や病気をお持ちの方へ

ひとりでも多くの人に、障害年金の存在を知ってもらいたい
地域の皆様、こんにちは。ごきそ障害年金相談室の佐藤です。
障害年金とは、病気や障害で働くことが難しくなった方に支給される
公的な給付金です。国が定める条件を満たしていれば受給できる可能
性があります。詳しくは下記をご覧ください。

実際の
受給例

・うつ病で障害厚生年金２級が決定。110万を受給したケース
・脳梗塞で障害厚生年金２級が決定。185万を受給したケース
・賢不全で障害基礎年金２級が決定。 78万を受給したケース

など他多数
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うつ病、双極性障害、統合失調症、
てつかん、アスペルガー症候群、
知的障害、発達障害、高次脳機能障害など

脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など

網膜色素変性症、難聴など

腫瘍、失語症、咽頭全摘手術など

気管支喘息、肺結核、
肺線維症、呼吸不全など

心筋梗塞、狭心症、心筋症、
ペースメーカー・IOD装着など

慢性腎不全など

肝炎、肝硬変、肝がんなど

糖尿病、人工透析、糖尿病の合併症など

白血病、悪性リンパ腫、
HIV感染症など

その他
人工関節、人工肛門
人工膀胱、がん、
手足切断、難病など

これらの病気をお持ちの方は障害年金を受け取れる可能性があります。裏面へ！

障害年金



このような条件で障害年金を受け取ることが
できます。

1.国⺠年金・厚⽣年金に加⼊時に初診⽇がある
2.初診⽇より前に、一定の保険料の納付期間
がある

3.病気やケガにより⽣活に何らかの制限がある

Q.どんな で受け取れるの？Q.どんな で受け取れるの？
うつ病、統合失調症に代表される精神疾患、
ペースメーカーや人工関節を体に⼊れた方、
人工透析を受けている方など、幅広い病気
（障害）が対象となります。

ほかにも多くの病気（障害）が対象となります。
障害年金を請求できるのは「重度の障害を持っ
ている人だけなのでは？」と思われがちですが、
多くの病気（障害）が対象となるのです。

Q.どんな なら受け取れるの？Q.どんな なら受け取れるの？

初診⽇にどの年金制度に加⼊していたのか、
また下記のような条件でも金額は変わります。
・等級（１級から３級）
・配偶者やお子さんの人数
・納めていた年金額
※年間約６０万〜１５０万程度
まで、受け取れる年金額は条件に
より異なります。

Q.受け取れるお金の は？Q.受け取れるお金の は？
手続きは必要書類が多く複雑です。書類に不備
があるだけで、不支給になることもあります。
また、一度不支給になった場合は、くつがえす
ことが大変難しいです。

障害年金の請求をご自身でされる前に、専門家
に一度ご相談ください。当事務所で無料相談を
実施しております。

Q. でしょうか？Q. でしょうか？

★ 初回の相談は無料です。（おおむね30分程度）
まずは、お電話 か LINE で相談する日時をご予約下さい。

★ 障害年⾦の専門家がお伺いします。
★ ご本人様でなくても、ご家族様がお越し

いただても大丈夫です。
★ オンライン面談可

ご希望の日程とお時間をお伝えください

専用ホットライン 080-4363-4119

営業時間︓平⽇10時〜17時（土⽇祝休み）
（ご相談の⽇時は営業⽇でなくてもできる限り

ご都合に合わせるようにします。ご相談ください。）
運営︓社会保険労務⼠法⼈びいずろうむ
住所︓名古屋市昭和区石仏町1丁目33

シムラアーバンハイツ１階
HPをぜひご覧ください︕

GoogleMapはこちら

ごきそ障害年金相談室

★名古屋市営 地下鉄「御器所」
2 番出口より南へ ３７０m

★駐⾞場は事務所の前に１〜２台有

ごきそ障害年金相談室


